
登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書 
 

銘 柄 

課 税 時 期 の 取 引 価 格 

取 引 価 格 の 月 平 均 額 
 

評価額 

③の金額又 

は③から⑥ 

までのうち 

最も 低い 

金  額 

増資による権利落等 

の修正計算その他の 

参 考 事 項 

課税時期の 

属 す る 月 

課税時期の 

属する月の 

前   月 

課税時期の 

属する月の

前 々 月 

月  日 
① 

高 値 

② 

安 値 

 

③平均額 

①と②と 

の平均額 
 

④ 

月 

⑤ 

月 

⑥ 

月 

  円 円 円 円 円 円 円  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

記載方法等 

１ 「課税時期の取引価格」の「月日」欄には、課税時期を記載します。ただし、課税時期に取引がない場合等には、課税時期の取引

価格として採用した取引価格についての取引月日を記載します。 

２ 「取引価格の月平均額」の「④」欄、「⑤」欄及び「⑥」欄には、それぞれの月の取引価格の月平均額を記載します。ただし、取引

価格の月平均額について増資による権利落等の修正計算を必要とする場合には、修正計算後の取引価格の月平均額を記載するとともに 、

修正計算前の取引価格の月平均額をかっこ書きします。 

３ 「評価額」欄には、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合には、「③」欄の金額を、その他の場合には、「③」

欄から「⑥」欄までのうち最も低い金額を記載します。 

４ 各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てます。 
 

 

〔 〕 


